
平成23 年度 常勤の臨時学校事務補助員を希望する方へ 

三重県教育委員会 

四日市市教育委員会 

１ 雇用条件等 

（１）資格等 

① 地方公務員法第１６条の欠格条項のいずれにも該当しない人 

（２）勤務形態 

常勤（原則として、８：３０～１７：００） 

（３）勤務場所 

市町内の小学校または中学校 

（４）給料及び手当（※平成２２年度実績） 

給 料 日額での支給の場合 日 額 ７，０１０円 

月額での支給の場合 月 額 １４０，１００円 

※日額支給であるか月額支給であるかは、任用事由によります。 

手 当 通勤手当 

日額での支給の場合 

正規職員として計算した通勤手当月額の1/21を勤務日１日ごとに支給 

（上限 日 ８６０円） 

月額での支給の場合 

自家用車等の場合 ：距離に応じて支給（２ｋｍ以上 月３,０００円～） 

公共交通機関の場合：定期券・回数券相当額を支給 

（上限 月６５,０００円） 

期末・勤勉手当 

在職期間等に応じて支給（月額での給料支給者が対象となります。） 

（５）休 暇 

年次有給休暇 県の規定により付与 

例：在職期間４月を超える場合、６日付与 

その他特別休暇等 県の規定により付与 

忌引きの場合等 

（６）服務規程 

正規の職員の服務規程に準じます。 

（７）その他 

① 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害法を適用します。 

② ２ヶ月を超える雇用の場合、社会保険（厚生年金、健康保健）に加入いただきます。 

③ 任用については、地方公務員法第２２条によるものとします。 

④ 任用が月の途中で終了する場合、その月については、国民健康保険や国民年金に加入してい 

ただくことになります。 

⑤ 雇用期間を問わず、雇用保険に加入していただきます。 

※ 上記の規定の内容については、今後変わることがあります。 

２ その他

問い合わせ先 四日市市教育委員会 学校教育課 教職員係 

〒510­8601 四日市市諏訪町１番５号 ℡ ０５９－３５４－８２５１



平成23 年度 常勤の臨時学校栄養補助員を希望する方へ 

三重県教育委員会 

四日市市教育委員会 

１ 雇用条件等 

（１）資格等 

① 栄養士、管理栄養士、栄養教諭のうち、いずれかの免許状を有する人 

② 地方公務員法第１６条の欠格条項のいずれにも該当しない人 

（２）勤務形態 

常勤（原則として、８：３０～１７：００） 

（３）勤務場所 

市町内の小中学校または市町の設置する共同調理場 

（４）給料及び手当（※平成２２年度実績） 

給 料 日額での支給の場合 日 額 ９，１１０円 

月額での支給の場合 月 額 １５２，６００円 

※日額支給であるか月額支給であるかは、任用事由によります。 

手 当 通勤手当 

日額での支給の場合 

正規職員として計算した通勤手当月額の1/21を勤務日１日ごとに支給 

（上限 日 ８６０円） 

月額での支給の場合 

自家用車等の場合 ：距離に応じて支給（２ｋｍ以上 月３,０００円～） 

公共交通機関の場合：定期券・回数券相当額を支給 

（上限 月６５,０００円） 

期末・勤勉手当 

在職期間等に応じて支給（月額での給料支給者が対象となります。） 

（５）休 暇 

年次有給休暇 県の規定により付与 

例：在職期間４月を超える場合、６日付与 

その他特別休暇等 県の規定により付与 忌引きの場合等 

（６）服務規程 

正規の職員の服務規程に準じます。 

（７）その他 

① 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害法を適用します。 

② ２ヶ月を超える雇用の場合、社会保険（厚生年金、健康保健）に加入いただきます。 

③ 任用については、地方公務員法第２２条によるものとします。 

④ 任用が月の途中で終了する場合、その月については、国民健康保険や国民年金に加入してい 

ただくことになります。 

⑤ 雇用期間を問わず、雇用保険に加入していただきます。 

※ 上記の規定の内容については、今後変わることがあります。 

２ その他 

問い合わせ先 〒510­8601 四日市市諏訪町１番５号 ℡ ０５９－３５４－８２５１


